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様式３－２－１ 行政執行法人 効率化評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人国立公文書館 
主務省令期間 令和２年度～令和６年度 

 

 

２．評価の実施に関する事項 
（実地調査、理事長・監事ヒアリング、外部有識者評価からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載） 
・事務・事業実施課等において当該事業の実績を自ら評価し、その結果を総務課において取りまとめた後、幹部会における審議を経て自己評価を決定し、主務大臣への提出に先立って役員会における審議 
を受けた。 

 

 

３．その他評価に関する重要事項 
（組織の統廃合、主要な事務事業の改廃などの評価対象法人に関する事項、評価体制に関する事項などを記載） 
・特になし。 
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様式３－２－２ 行政執行法人 効率化評価 総合評定 

 

１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

B：全体として事業計画における所期の目標を達成していると認められる。 

評定に至った理由 （項目別評定の分布や、下記「２．法人全体に対する評価」を踏まえ、上記評定に至った理由を記載） 
各年度の目標及び事業計画の事項並びに指標及び数値目標について、掲げられた事項及び数値を適切に達成するほか、各年度に見出された課題等に対して適時・適切に対応 

を行っており、全体として所期の目標を達成していると認められることから、Ｂと評価する。 
 

 

 

２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 （項目別評定及び下記事項を踏まえた、法人全体の評価を記述） 

各年度において、年度目標及び事業計画に従い、事務事業の効率化、一般管理費及び事業費の削減、給与水準の適正化、「調達等合理化計画」に基づく契約の適正化、情報 セ
キュリティ対策の推進、「業務・システム最適化計画」に基づく館業務の効率化並びに館 LAN システムの運用を適切に行っており、法人全体として所期の目標を達成する こと

ができた。 
 

 

３．課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した課

題、改善事項 
（項目別評定で指摘した課題、改善事項で翌年度以降のフォローアップが必要な事項を記載。現時点の事業計画の変更が必要となる事項があれば必ず記載） 
・特になし 
 

その他改善事項 （上記以外で今後の対応の必要性を検討すべき事項、政策・施策の変更への対応、目標策定の妥当性など、個別の目標・計画の達成状況以外で改善が求められる事項があれば記

載） 
・特になし 
 

主務大臣による監督命令を

検討すべき事項 
（評価結果に基づき監督命令すべき事項があれば記載） 
・特になし 
 

 

 

４．その他事項 
監事等からの意見 （監事へのヒアリングを実施した結果、監事からの意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 

・特になし 
 

その他特記事項 （有識者からの意見があった場合の意見、評価の方法について検討が必要な事項など、上記以外で特に記載が必要な事項があれば記載） 
・特になし 
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様式３－２－３ 行政執行法人 効率化評価 項目別評定総括表 

 

年度目標（事業計画） 年度評価 効率化評価 項目別調書№ 備考 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

業務運営の効率化に関する事項 

 
業務運営の効率化に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ２  

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
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様式３－２－４ 行政執行法人 効率化評価 項目別評定調書様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

 
業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 000248 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間最終年度値等） 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

一般管理費及び事業費

総額 
  － － － － － 

削減額・削減率はいずれも決算ベースであ

る。 

 削減額（百万円） － － △26 △26 △26 △24 △24 

削減率（％削減） － － △2.1 △2.1 △2.1 △2.0 △2.0 

競争性のない随意契約

件数 
－ － ５件 ５件 ７件 ７件 ７件  
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
年度目標 事業計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

(1) 

＜令和２年度＞ 

 公文書管理法に基づき、館

に求められる役割や業務に適

切かつ効率的に対応するとと

もに、外部委託や賃金職員の

活用等による事務事業の効率

化、合理化について、不断の見

直し、改善を進めること。 

 

 

＜令和３年度＞ 

 公文書管理法に基づき、館

に求められる役割や業務に適

切かつ効率的に対応するとと

もに、外部委託や賃金職員の

活用等による事務事業の効率

化、合理化について、不断の見

直し、改善を進めること。 

 

＜令和４年度＞ 

 公文書管理法に基づき、館

に求められる役割や業務に適

切かつ効率的に対応するとと

もに、外部委託や賃金職員の

活用等による事務事業の効率

化、合理化について、不断の見

直し、改善を進めること。 

 

＜令和５年度＞ 

 公文書管理法に基づき、館

に求められる役割や業務に適

切かつ効率的に対応するとと

もに、外部委託や賃金職員の

活用等による事務事業の効率

化、合理化について、不断の見

直し、改善を進めること。 

 

(1) 

＜令和２年度＞ 

 館に求められる役割や業務

に適切かつ効率的に対応する

とともに、外部委託や賃金職

員の活用等による事務事業の

効率化、合理化について、不

断の見直し、改善を進める。 

 

 

 

＜令和３年度＞ 

 館に求められる役割や業務

に適切かつ効率的に対応する

とともに、外部委託や賃金職

員の活用等による事務事業の

効率化、合理化について、不

断の見直し、改善を進める。 

 

 

＜令和４年度＞ 

館に求められる役割や業務

に適切かつ効率的に対応する

とともに、外部委託や賃金職

員の活用等による事務事業の

効率化、合理化について、不

断の見直し、改善を進める。 

 

 

＜令和５年度＞ 

館に求められる役割や業務

に適切かつ効率的に対応する

とともに、外部委託や賃金職

員の活用等による事務事業の

効率化、合理化について、不

断の見直し、改善を進める。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・なし 

 

＜その他の指標＞ 

・効率化、合理化による見直し 

・競争性のない随意契約件数 

・決算額における一般管理費

（人件費を除く。）及び事業

費の総額の削減額・削減率 

・人事院勧告等を踏まえた給与

の見直し 

・業務・システム最適化計画へ

の対応状況 

・セキュリティ対策の推進状況 

・国立公文書館ＬＡＮシステム

の運用状況と効率化の実施

状況 

 

＜評価の視点＞ 

効率的・合理的な業務運営、

経費削減等が行われているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

＜令和２年度＞ 

・経費の低減及び一般競争入札への参加促進を目的とし、複数年契約を実施（８

件）し、経費の低減を図った。また、給与支給明細書の電子化や出張復命書の 

電子フォーマット化により、業務の効率化を図った。 

・デジタル化の流れの中で、政府において、書面規制、押印、対面規制の見直し 

が進められていることを踏まえ、原則として、館長印等の押印を不要とすると

ともに、外部とのやり取りについて書面の手交・郵送に加えて電子メールによ

る送付を行えるよう、規程改正及び運用改善を行った（電子メールによる利用

請求の受付については、１－１－４利用請求に関する措置参照）。 

 

＜令和３年度＞ 

・経費の低減及び一般競争入札への参加促進を目的とし、複数年契約を実施（７

件）し、経費の低減を図った。 

 

 

 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

・経費の低減及び一般競争入札への参加促進を目的とし、複数年契約を実施（７

件）し、経費の低減を図った。  

 

 

 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

・経費の低減及び一般競争入札への参加促進を目的とし、複数年契約を実施（８

件）し、経費の低減を図った。 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

・(1)に係る事務事業の効率化については、業務

のデジタル化に向けた業務分析・業務量調査

等を行い、また、複数年契約の実施などによ

り、経費の低減を適切に図った。  

・(2)に係る一般管理費及び事業費の削減につ

いては、各年度ともに対前年度比２％以上の

削減を達成した。  

・(3)に係る給与水準の適正化については、各年

度の人事院勧告に基づく「一般職員の給与に

関する法律の一部を改正する法律」の例に準

じて、館の給与規程等を適切に改正した。  

・(4)に係る「調達等合理化計画」に基づく契約

の適正化については、少額随意契約のうち物

品の購入及び印刷製本についてオープンカウ

ンター方式での調達を行い、経費の削減を図

った。また、入札説明書の電子媒体による交付

等を行い、業者の参入を促した。 

・(5)に係る情報セキュリティ対策の推進につ

いては、館の役職員全体の情報セキュリティ

意識の向上を図るため、各年度ともに全ての

役職員を対象に、情報セキュリティ研修及び

自己点検を行った。  

・(6)に係る次期国立公文書館ＬＡＮシステム

については、「国立公文書館ＬＡＮシステム設

計構築及び運用保守一式」に関する調達（一般

競争入札（総合評価））を行い、設計業務を完

了した。他にも次期インターネット接続サー

ビス、蔵書管理システム等の設計業務を完了

した。 

・(7)に係る情報システムの適切な整備及び管

理については、「国立公文書館ポートフォリ

オ・マネジメント・オフィス（ＰＭＯ）の設置

について」（令和４年６月 30 日館長決定）に

基づき、必要な支援・助言等を行うデジタル統

括アドバイザーを外部委託の上置いた。また、

デジタル人材の育成に向けてデジタル庁が行
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＜令和６年度＞ 

公文書管理法に基づき、館に

求められる役割や業務に適切

かつ効率的に対応するととも

に、外部委託や賃金職員の活

用等による事務事業の効率

化、合理化について、不断の見

直し、改善を進めること。 

＜令和６年度＞ 

 館に求められる役割や業務

を適切かつ効率的に行う上

で、真に必要とする体制を検

討するとともに、国立国会図

書館等との連携、外部委託、

賃金職員の活用、ＤＸによる

省人化を踏まえた業務の見直

しの検討等による事務事業の

効率化・合理化について、不

断の改善を進める。 

 

＜令和６年度＞ 

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）において、「各法人は、自らの事務・事業の見直しを行うために、「業務フ

ロー・コスト分析に係る手引き」（平成 25 年８月１日官民競争入札等監理委

員会改訂）に示された手法等により業務フローやコストの分析を行い、その結

果に基づき、民間委託等を含めた自主的な業務改善を図る。」とされている。

令和６年度には、デジタル技術活用等の取組として、資料管理・受入れ・利用

等業務全体についてデジタル化を図るため、保存資料の管理、資料のステータ

ス管理、受入れ・目録作成、利用等に関する業務フローの分析・課題検証、業

務量調査を行い、その結果に基づき、業務モデルの策定に向けた取組を行っ

た。また、経費の低減及び一般競争入札への参加促進を目的とし、複数年契約

を 13件（複数年契約締結後、仕様書変更等により契約期間の変更が生じたた

め最終的な実績は８件）実施し、経費の低減を図った。こうした業務の効率化

に、継続して取り組む。 

 

う情報システム統一研修及びＮＩＳＣ主催の

セキュリティ研修等へ積極的に職員を参加さ

せた。 

 

以上のことから、各年度の目標及び事業計画

の事項並びに指標及び数値目標について、掲げ

られた事項及び数値を適切に達成するほか、各

年度に見出された課題等に対して適時・適切対

応を行っており、 全体として所期の目標を達成

していると認められることから、Ｂと評価する。 

 

・令和２年度：Ｂ 

・令和３年度：Ｂ 

・令和４年度：Ｂ 

・令和５年度：Ｂ 

・令和６年度：Ｂ 

 

＜課題と対応＞ 

 特になし。 

 (2) 

＜令和２年度＞ 

 一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（新規

に追加されたものを除く。）に

ついて、前年度比２％以上を

削減すること。 

 

＜令和３年度＞ 

 一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（新規

に追加されたものを除く。）に

ついて、前年度比２％以上を

削減すること。 

 

＜令和４年度＞ 

 一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（新規

に追加されたものを除く。）に

ついて、前年度比２％以上を

(2) 

＜令和２年度＞ 

 一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（新規

に追加されたものを除く。）に

ついて、前年度比２％以上を

削減する。 

 

＜令和３年度＞ 

一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（新規

に追加されたものを除く。）に

ついて、前年度比２％以上を

削減する。 

 

＜令和４年度＞ 

 一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（新規

に追加されたものを除く。）に

ついて、前年度比２％以上を

 

＜令和２年度＞ 

・一般管理費（人件費を除く。）及び事業費の総額は、対前年度比 2.1％の減と

なった。  

 

 

 

 

＜令和３年度＞ 

・一般管理費（人件費を除く。）及び事業費の総額は、対前年度比 2.1％の減と

なった。  

 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

・一般管理費（人件費を除く。）及び事業費の総額は、対前年度比 2.1％の減と

なった。  
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削減すること。 

 

＜令和５年度＞ 

 一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（外部

書庫に係る経費及び新規に追

加されたものを除く。）につい

て、前年度比２％以上を削減

すること。 

 

＜令和６年度＞ 

一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（外部

書庫に係る経費及び新規に追

加されたものを除く。）につい

て、前年度比２％以上を削減

すること。 

 

削減する。 

 

＜令和５年度＞ 

一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（外部

書庫に係る経費及び新規に追

加されたものを除く。）につい

て、前年度比２％以上を削減

する。 

 

＜令和６年度＞ 

 ) 一般管理費（人件費を除

く。）及び事業費の総額（外部

書庫に係る経費及び新規に追

加されたものを除く。）につい

て、前年度比２％以上を削減

する。 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

・一般管理費（人件費を除く。）及び事業費の総額は、対前年度比 2.0％の減と

なった。  

 

 

 

 

 

＜令和６年度＞ 

・一般管理費（人件費を除く。）及び事業費の総額は、対前年度比 2.0％の減と

なった。 

 

 

 

 (3) 

＜令和２年度＞ 

 給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正化を図ると

ともに、取組状況を公表する

こと。 

 

＜令和３年度＞ 

給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正な水準を確

保する。 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

 給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正な水準を確

保する。 

 

＜令和５年度＞ 

(3) 

＜令和２年度＞ 

 給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正化を図ると

ともに、取組状況を公表する。 

 

 

＜令和３年度＞ 

給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正な水準を確

保する。 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正な水準を確

保する。 

 

＜令和５年度＞ 

 

＜令和２年度＞ 

・職員の給与規程等の改正の実績はなし。  

 

 

 

 

 

＜令和３年度＞ 

・当館の令和元年度の役職員の報酬等水準の妥当性に関し、主務大臣から、水準

は適性と考えるが、新館開館に向けた取組等を考慮し、国立公文書館に求めら

れる役割の高度化を踏まえて、館長の職責を改めて評価し、適正な報酬水準の

設定に努めることとの検証を受けた（「独立行政法人国立公文書館（法人番号

3010005005429）の役職員の報酬・給与等について」（令和２年６月公表））。こ

の検証結果を踏まえ、当館役員報酬規程の改正を行った。  

 

＜令和４年度＞ 

・国家公務員の給与法改正に合わせ、独立行政法人国立公文書館職員給与規程

（平成 13年４月１日規程第２号）等の改正を行った。  

 

 

 

＜令和５年度＞ 
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給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正な水準を確

保する。 

 

＜令和６年度＞ 

 給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正な水準を確

保する。 

給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正な水準を確

保する。 

 

＜令和６年度＞ 

 給与水準について、国家公

務員の給与水準も十分考慮

し、引き続き適正な水準を確

保する。 

 

・国家公務員の給与法改正に合わせ、独立行政法人国立公文書館職員給与規程

（平成 13年４月１日規程第２号）等の改正を行った。 

 

 

 

＜令和６年度＞ 

・国家公務員の給与法改正に合わせ、独立行政法人国立公文書館職員給与規程

（平成 13年４月１日規程第２号）等の改正を行った。 

 

 

 

 (4) 

＜令和２年度＞ 

 公正かつ透明な調達手続き

による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点か

ら、館が策定した「調達等合理

化計画」に基づく取組を着実

に実施するとともに、競争性

のない随意契約の見直しを更

に徹底し、一般競争入札等（競

争入札及び企画競争・公募を

いい、競争性のない随意契約

は含まない。）についても真に

競争性が確保されているか点

検・検証することにより、契約

の適正化を推進すること。 

 

＜令和３年度＞ 

 公正かつ透明な調達手続に

よる適切で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観点から、

館が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に

実施するとともに、競争性の

ない随意契約の見直しを更に

徹底し、一般競争入札等（競争

入札及び企画競争・公募をい

い、競争性のない随意契約は

含まない。）についても真に競

争性が確保されているか点

(4) 

＜令和２年度＞ 

 公正かつ透明な調達手続き

による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点か

ら、館が策定した「調達等合

理化計画」に基づく取組を着

実に実施するとともに、競争

性のない随意契約の見直しを

更に徹底し、一般競争入札等

（競争入札及び企画競争・公

募をいい、競争性のない随意

契約は含まない。）についても

真に競争性が確保されている

か点検・検証することにより、

契約の適正化を推進する。 

 

＜令和３年度＞ 

公正かつ透明な調達手続き

による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点か

ら、館が策定した「調達等合

理化計画」に基づく取組を着

実に実施するとともに、競争

性のない随意契約の見直しを

更に徹底し、一般競争入札等

（競争入札及び企画競争・公

募をいい、競争性のない随意

契約は含まない。）についても

真に競争性が確保されている

 

＜令和２年度＞ 

・「調達等合理化計画」に基づき、重点的に取り組む分野として、少額随意契約

のうち物品の購入及び印刷製本についてオープンカウンター方式での調達を

引き続き行い、経費の削減を図った（令和２年度においては 31件実施。）。  

・競争性確保の観点から、入札説明書（仕様書含む。）の電子媒体による交付を

引き続き行い、業者の参入を促した。  

・競争性のない随意契約の件数は、令和元年度３件に対して、令和２年度は５件

となった。また、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募の件数は、令和

元年度 15件に対して、令和２年度は８件となった。  

・令和２年６月に令和元年度調達に係る契約監視委員会を開催し、契約案件につ

いての館からの詳細説明、委員による評価が行われた。 

 

 

 

 

 

＜令和３年度＞ 

・「調達等合理化計画」に基づき、重点的に取り組む分野として、少額随意契約

のうち物品の購入及び印刷製本についてオープンカウンター方式での調達を

引き続き行い、経費の削減を図った（令和３年度においては 20件実施。）。 

・競争性確保の観点から、入札説明書（仕様書含む。）の電子媒体による交付を

引き続き行い、業者の参入を促した。  

・競争性のない随意契約の件数は、令和２年度５件に対して、令和３年度は５件

となった。また、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募の件数は、令和

２年度８件に対して、令和３年度は 11件となった。 

・令和３年６月に令和２年度調達に係る契約監視委員会を開催し、契約案件につ

いての館からの詳細説明、委員による評価が行われた。 

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）において、各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における
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検・検証することにより、契約

の適正化を推進すること。 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

公正かつ透明な調達手続に

よる適切で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観点から、

館が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に

実施するとともに、競争性の

ない随意契約の見直しを更に

徹底し、一般競争入札等（競争

入札及び企画競争・公募をい

い、競争性のない随意契約は

含まない。）についても真に競

争性が確保されているか点

検・検証することにより、契約

の適正化を推進すること。 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

 公正かつ透明な調達手続に

よる適切で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観点から、

館が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に

実施するとともに、競争性の

ない随意契約の見直しを更に

徹底し、一般競争入札等（競争

入札及び企画競争・公募をい

い、競争性のない随意契約は

含まない。）についても真に競

争性が確保されているか点

検・検証することにより、契約

の適正化を推進すること。 

 

 

 

か点検・検証することにより、

契約の適正化を推進する。 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

公正かつ透明な調達手続き

による適切で、迅速かつ効果

的な調達を実現する観点か

ら、館が策定した「調達等合

理化計画」に基づく取組を着

実に実施するとともに、競争

性のない随意契約の見直しを

更に徹底し、一般競争入札等

（競争入札及び企画競争・公

募をいい、競争性のない随意

契約は含まない。）についても

真に競争性が確保されている

か点検・検証することにより、

契約の適正化を推進する。 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

公正かつ透明な調達手続に

よる適切で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観点から、

館が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に

実施するとともに、競争性の

ない随意契約の見直しを更に

徹底し、一般競争入札等（競

争入札及び企画競争・公募を

いい、競争性のない随意契約

は含まない。）についても真に

競争性が確保されているか点

検・検証することにより、契

約の適正化を推進する。 

 

 

 

業務実施の連携を強化し、共同調達や間接業務の共同実施を進めることとさ

れている。令和３年度においては調達件数が少なく、その規模も小さいことか

ら、現在のところ共同調達の実施には至っていない。引き続き、共同調達の可

能性について検討を行う。 

 

＜令和４年度＞ 

・「調達等合理化計画」に基づき、重点的に取り組む分野として、少額随意契約

のうち物品の購入及び印刷製本についてオープンカウンター方式での調達を

引き続き行い、経費の削減を図った（令和４年度においては 22件実施。）。  

・競争性確保の観点から、入札説明書（仕様書含む。）の電子媒体による交付を

引き続き行い、業者の参入を促した。  

・競争性のない随意契約の件数は、令和３年度５件に対して、令和４年度は７件 

となった。また、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募の件数は、令和

３年度 12件に対して、令和４年度は７件となった。  

・令和４年６月に令和３年度調達に係る契約監視委員会を開催し、契約案件につ

いての館からの詳細説明、委員による評価が行われた。 

 ・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）において、各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における

業務実施の連携を強化し、共同調達や間接業務の共同実施を進めることとさ

れている。令和４年度においては調達件数が少なく、その規模も小さいことか

ら、現在のところ共同調達の実施には至っていない。引き続き、共同調達の可

能性について検討を行う。  

 

＜令和５年度＞ 

・「令和５年度独立行政法人国立公文書館調達等合理化計画」（令和５年６月 28

日）」に基づき、重点的に取り組む分野として、少額随意契約のうち物品の購

入及び印刷製本についてオープンカウンター方式での調達を引き続き行い、

経費の削減を図った（令和５年度においては 17件実施。）。 

・競争性確保の観点から、入札説明書（仕様書含む。）の電子媒体による交付を

引き続き行い、業者の参入を促した。  

・競争性のない随意契約の件数は、令和４年度７件に対して、令和５年度も同数

の７件となった。また、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募の件数は、 

令和４年度７件に対して、令和５年度は 10件となった。  

・令和５年６月に令和４年度調達に係る契約監視委員会を開催し、契約案件につ

いての館からの詳細説明、委員による評価が行われた。  

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）において、各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における

業務実施の連携を強化し、共同調達や間接業務の共同実施を進めることとさ

れている。令和５年度においては調達件数が少なく、その規模も小さいことか

ら、現在のところ共同調達の実施には至っていない。引き続き、共同調達の可

能性について検討を行う。 
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＜令和６年度＞ 

 公正かつ透明な調達手続に

よる適切で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観点から、

館が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に

実施するとともに、競争性の

ない随意契約の見直しを更に

徹底し、一般競争入札等（競争

入札及び企画競争・公募をい

い、競争性のない随意契約は

含まない。）についても真に競

争性が確保されているか点

検・検証することにより、契約

の適正化を推進すること。 

 

 

＜令和６年度＞ 

公正かつ透明な調達手続に

よる適切で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観点から、

館が策定した「調達等合理化

計画」に基づく取組を着実に

実施するとともに、競争性の

ない随意契約の見直しを更に

徹底し、一般競争入札等（競

争入札及び企画競争・公募を

いい、競争性のない随意契約

は含まない。）についても真に

競争性が確保されているか点

検・検証することにより、契

約の適正化を推進する。 

 

＜令和６年度＞ 

・「令和６年度独立行政法人国立公文書館調達等合理化計画」（令和５年６月 28

日）」に基づき、重点的に取り組む分野として、少額随意契約のうち物品の購

入及び印刷製本についてオープンカウンター方式での調達を引き続き行い、

経費の削減を図った（令和６年度においては 22件実施。）。  

・競争性確保の観点から、入札説明書（仕様書含む。）の電子媒体による交付を

引き続き行い、業者の参入を促した。  

・競争性のない随意契約の件数は、令和５年度７件に対して、令和６年度は 11

件となった。また、競争性のある契約のうち一者応札・一者応募の件数は、令

和５年度 10 件に対して、令和６年度は 18 件となった。  

・令和６年６月に令和５年度調達に係る契約監視委員会を開催し、契約案件につ

いての館からの詳細説明、委員による評価が行われた。  

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決

定）において、各法人の効果的かつ効率的な業務運営のため、法人間における

業務 実施の連携を強化し、共同調達や間接業務の共同実施を進めることとさ

れている。現時点においては調達件数が少なく、その規模も小さいことから、

共同調達の実施には至っていないが、備品及び消耗品のオープンカウンター

方式や一般競争入札による調達を徹底する等の取組を通じ、コストの削減の

他、全体の業務の効率化・最適化を図っている。今後も引き続き、他法人の実

施状況も参考にしながら、業務の効率化・最適化に取り組んでいく。 

 (5) 

＜令和２年度＞ 

 政府の情報セキュリティ対

策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和３年度＞ 

 政府の情報セキュリティ対

(5) 

＜令和２年度＞ 

 政府の情報セキュリティ対

策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和３年度＞ 

 政府の情報セキュリティ対

 

＜令和２年度＞ 

・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成 30年度版） 

に準じた「独立行政法人国立公文書館情報セキュリティポリシー」（平成 30 年

２月１日館長決定。以下「セキュリティポリシー」という。）に基づき、「情報

セキュリティ対策を総合的に推進するための計画（令和２年度）」を策定し、

情報セキュリティ対策を進めた。  

・令和元年度に実施されたＮＩＳＣによるマネジメント監査及びペネトレーシ

ョンテストにおける指摘事項について、改善計画に基づき適宜の改善を実施

した。  

・館の役職員全体の情報セキュリティ意識の向上を図るため、全ての役職員を対

象に、令和２年 12 月３日、８日、９日、10 日、15 日、16 日の全６回に分け

て、情報セキュリティ研修を行った。なお、今年度は新型コロナウイルス感染

症拡大対策として、オンライン形式の開催とし、自席及びテレワーク先でも受

講できるよう配慮した。 

また、情報セキュリティ対策の自己点検計画に基づき、全ての役職員を対象

に、 自己点検を行い、点検結果について集計し評価を行った。 

 

＜令和３年度＞ 

・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成 30年度版） 
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策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

 政府の情報セキュリティ対

策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

 政府の情報セキュリティ対

策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進すること。 

 

 

 

 

 

 

策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

政府の情報セキュリティ対

策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

 政府の情報セキュリティ対

策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

に準じた「独立行政法人国立公文書館情報セキュリティポリシー」（平成 30 年

２月１日館長決定。以下「セキュリティポリシー」という。）に基づき、「情報

セキュリティ対策を総合的に推進するための計画（令和３年度）」を策定し、

情報セキュリティ対策を進めた。 

・ＮＩＳＣによる令和３年度マネジメント監査及びペネトレーションテストへ

の対応を行った。  

・館の役職員全体の情報セキュリティ意識の向上を図るため、全ての役職員を対 

象に、令和３年 12月２日、７日、８日、９日、17日の全６回に分けて、情報

セキュリティ研修を行った。なお、オンライン形式の開催とし、自席及びテレ

ワーク先でも受講できるよう配慮した。  

・また、情報セキュリティ対策の自己点検計画に基づき、全ての役職員を対象

に、 自己点検を行い、点検結果について集計し評価を行った。 

 

＜令和４年度＞ 

・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成 30年度版） 

に準じた「独立行政法人国立公文書館情報セキュリティポリシー」（平成 30 年

２月１日館長決定。以下「セキュリティポリシー」という。）に基づき、「情報

セキュリティ対策を総合的に推進するための計画（令和４年度）」を策定し、

情報セキュリティ対策を進めた。  

・令和３年度内閣サイバーセキュリティセンターによるマネジメント監査の指

摘事項に対する改善計画を策定の上、対応を行った。  

・館の職員全体の情報セキュリティ意識の向上を図るため、全ての職員を対象

に、情報セキュリティ研修を行った（役職員向け：12/１実施、一般職員向け：

動画配信による e-ラーニングにより実施〔12/２～12/28 配信〕）。 

 ・また、情報セキュリティ対策の自己点検計画に基づき、全ての職員を対象に、 

自己点検を行い、点検結果について集計し評価を行った。  

・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（令和３年度版）に 

基づき、セキュリティポリシー及び関係規程群の改定を行い、令和５年２月 27

日に施行した。  

 

＜令和５年度＞ 

・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（平成 30年度版）

に準じた「独立行政法人国立公文書館情報セキュリティポリシー」（平成 30 年

２月１日館長決定。以下「セキュリティポリシー」という。）に基づき、「情報

セキュリティ対策を総合的に推進するための計画（令和５年度）」を策定し、

情報セキュリティ対策を進めた。  

・令和３年度内閣サイバーセキュリティセンターによるマネジメント監査の指

摘事項に対する改善計画に基づくフォローアップに適切に対応した。  

・館の職員全体の情報セキュリティ意識の向上を図るため、全ての職員を対象

に、情報セキュリティ研修を行った（役職員向け：12/７実施、一般職員向け：

動画配信による e-ラーニングにより実施〔12/21～２/28 配信〕）。  
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＜令和６年度＞ 

政府の情報セキュリティ対策

における方針を踏まえ、適切

な情報セキュリティ対策を推

進すること。 

 

 

 

 

 

 

＜令和６年度＞ 

 政府の情報セキュリティ対

策における方針を踏まえ、適

切な情報セキュリティ対策を

推進する。 

 

・また、情報セキュリティ対策の自己点検計画に基づき、全ての職員を対象に、 

自己点検を行い、点検結果について集計し評価を行った。  

・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（令和５年度版）に

基づき、セキュリティポリシー及び関係規程群の改定を行い、令和６年３月４

日に施行した。 

  

＜令和６年度＞ 

・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」（令和５度版）に準

じた「独立行政法人国立公文書館情報セキュリティポリシー」（平成 30 年２

月１日館長決定。以下「セキュリティポリシー」という。）に基づき、「情報セ

キュリティ対策を総合的に推進するための計画（令和６年度）」を策定し、情

報セキュリティ対策を進めた。  

・令和６年度内閣サイバーセキュリティセンターによるマネジメント監査及び

ペネトレーションテストの実施に適切に対応した。 

・館の職員全体の情報セキュリティ意識の向上を図るため、全ての職員を対象

に、情報セキュリティ研修を行った（役職員向け：12/５実施、一般職員向け：

動画配信による e-ラーニングにより実施〔１/10～１/31 配信〕）。  

・また、情報セキュリティ対策の自己点検計画に基づき、全ての職員を対象に、 

自己点検を行い、点検結果について集計し評価を行った。  

 

 (６) 

＜令和２年度＞ 

国立公文書館ＬＡＮシステ

ムの安定的な運用を行い、継

続的に業務環境を確保すると

ともに、効率化の実施等に取

り組むこと。 

 

＜令和３年度＞ 

 国立公文書館ＬＡＮシステ

ムの安定的な運用を行い、継

続的に業務環境を確保すると

ともに、効率化の実施等に取

り組むこと。 

 

 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

 国立公文書館ＬＡＮシステ

(６) 

＜令和２年度＞ 

 国立公文書館ＬＡＮシステ

ムの安定的な運用を行い、継

続的な業務環境を確保すると

ともに、効率化の実施等に取

り組む。 

 

＜令和３年度＞ 

 国立公文書館ＬＡN システ

ムの安定的な運用を行い、継

続的な業務環境を確保すると

ともに、効率化の実施等に取

り組む。 

 

 

 

 

 

＜令和４年度＞ 

 国立公文書館ＬＡＮシステ

 

＜令和２年度＞ 

・国立公文書館ＬＡＮシステムの運用において、ソフトウェアの更新、障害対応

等を適宜実施することにより、同システムの安定的な運用を行った。 

 ・新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、セキュリティポリシーに基づき、

テレワーク実施に必要なセキュリティ関係規程を整備し、併せて、必要機器類

等のインフラを整え、テレワークを実施した。 

 

＜令和３年度＞ 

・国立公文書館ＬＡＮシステムの運用において、ソフトウェアの更新、障害対応

等を適宜実施することにより、同システムの安定的な運用を行った。 

・「国立公文書館におけるデジタル化による働き方改革推進に向けて」（令和２

年 10 月 29 日幹部会決定）に基づき、引き続きリモートデスクトップやコミ

ュニケーションツールによるテレワークを推進するととともに、機材の追加

等を実施した。 

・令和５年度に運用を開始する次期国立公文書館ＬＡＮシステムに関し、システ

ムの要件定義を行い、調達仕様書（案）を作成、同仕様書に関する意見招請を

実施した。 

 

＜令和４年度＞ 

〇国立公文書館ＬＡＮシステムの運用 
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ムの安定的な運用を行うとと

もに、次期システムの構築等

を行い、継続的に業務環境を

確保するとともに、効率化の

実施等に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

 該当なし 

 

＜令和６年度＞ 

 該当なし 

 

ムの安定的な運用を行うとと

もに、次期システムの構築等

を行い、継続的な業務環境を

確保し、効率化の実施等に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

該当なし 

 

＜令和６年度＞ 

 該当なし 

 

・国立公文書館ＬＡＮシステムにおいてソフトウェアの更新、障害対応、定期メ

ンテナンス等を適宜行うとともに、前年度に引き続き、テレワーク環境（リモ

ートデスクトップ、コミュニケーションツール）の運用及びヘルプデスク対応

を行い、安定的な運用を行った。 

〇次期国立公文書館ＬＡＮシステムの設計構築等  

・「国立公文書館ＬＡＮシステム設計構築及び運用保守一式」に関する調達（一

般競争入札（総合評価））を行い、業務委託先を選定（７/７）し、プロジェク

ト計画を策定の上、これに基づき、設計構築支援業者（６/29 に業務委託先選

定）とＰＭＯの支援を得て、各工程の完了に当たっては、各工程の成果物の品

質を確認の上、設計業務を完了した。  

・業務の進捗状況については、プロジェクト管理会議を実施し、設計構築業者か

ら定期的に報告を受け、計画通りに実施されていることを、設計構築支援業者

と共に、確認した（プロジェクト管理会議 18 回、個別検討会議 49 回）。  

〇次期インターネット接続サービス設計構築等  

・「国立公文書館インターネット接続サービス等」に関する調達（一般競争入札

（総合評価））を行い、業務委託先を選定（９/22）し、プロジェクト計画を策

定の上、これに基づき、設計構築支援業者ＰＭＯの支援を得て、各工程の成果

物の品質を確認の上、設計業務を完了した。  

・業務の進捗状況については、プロジェクト管理会議を実施し、設計構築業者か

ら定期的に報告を受け、計画通りに実施されていることを、設計構築支援業者

と共に、確認した。（プロジェクト管理会議 11 回、個別検討会議 10 回）。 

〇その他、個別システムの設計等ＬＡＮシステム更改に合わせ、以下のとおり個

別システムの対応を行った。  

・「国立公文書館本館施設監視カメラシステム導入」業務について、業務委託先

を選定（12/22）し、施工計画等を策定の上、これに基づき、導入業務を完了

した。  

・「国立公文書館蔵書管理システム導入及び保守業務」について、業務委託先を

選定（１/23）し、実施計画を策定の上、これに基づき、導入業務を完了した。 

・政府共通ネットワークについて、デジタル庁が示した計画に従い、次期ネット

ワーク（令和５年 12月運用開始見込）の本館敷地内引き込み工事の実施に対

応した。  

 

＜令和５年度＞ 

該当なし 

 

＜令和６年度＞ 

該当なし 
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 (７) 

＜令和２年度＞ 

該当なし 

 

＜令和３年度＞ 

 該当なし 

 

＜令和４年度＞ 

 デジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年12月

24 日デジタル大臣決定）に則

り、情報システムの適切な整

備及び管理を行うとともに、

ＰＭＯ（ポートフォリオ・マネ

ジメント・オフィス）の設置等

の体制整備を行うこと。また、

情報システムについては、投

資対効果を精査した上で整備

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

 デジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年12月

24 日デジタル大臣決定）に則

り、情報システムの適切な整

備及び管理を行うこと。 

 

(７) 

＜令和２年度＞ 

該当なし 

 

＜令和３年度＞ 

 該当なし 

 

＜令和４年度＞ 

 デジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年 12

月 24 日デジタル大臣決定）に

則り、情報システムの適切な

整備及び管理を行うととも

に、ＰＭＯ（ポートフォリオ・

マネジメント・オフィス）の

設置等の体制整備を行う。ま

た、情報システムについては、

投資対効果を精査した上で整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

 デジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年 12

月 24 日デジタル大臣決定）に

則り、情報システムの適切な

整備及び管理を行う。 

 

 

＜令和２年度＞ 

 該当なし 

 

＜令和３年度＞ 

 該当なし 

 

＜令和４年度＞ 

・館の情報システムの整備及び管理運営に関する中核業務の実施のため、総務課

デジタル推進室を設置した（４/１）。 

また、「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」に基づき、館の PMO体

制を整備することとして、「国立公文書館ポートフォリオ・マネジメント・オ

フィス（ＰＭＯ）の設置について」（令和４年６月 30日館長決定）を策定し、

７月１日より施行した。  

・「国立公文書館ＬＡＮシステム設計構築及び運用保守一式」に関する調達にあ

たっては、その導入目的と投資対効果について、デジタル統括アドバイザーと

ともに、検討を実施した。  

・次期「電子公文書等の移管・保存・利用システム」の構築作業を行う担当を支

援するため、ＰＭＯがプロジェクト管理会議や工程判定会議等に出席し、プロ

ジェクトの管理運営状況、工程の進捗状況について把握・助言等を行うととも

に、システム設計開発の各工程完了におけるレビューポイントにおいて、ＰＭ

Ｏがレビューを実施し、適宜の指摘を行った。 また、設計開発状況について

は、四半期毎に、幹部会、役員会へ報告した。  

・次期「国立公文書館ＬＡＮシステム」及び次期「国立公文書館インターネット

接続サービス等」の設計構築に当たっては、各工程完了におけるレビューポイ

ントにおいて、ＰＭＯがレビューを実施し、適宜の指摘を行った。  

・館のデジタル業務等に対応するデジタル人材の育成に向けて、デジタル関係業

務に従事する者を中心に、デジタル庁が行う情報システム統一研修及びＮＩ

ＳＣ主催のセキュリティ研修等に積極的に参加した。（主な参加実績：デジタ

ル庁情報システム統一研修（のべ 23 名）、ＮＩＳＣ ＣＳＩＲＴ研修及び勉

強会等（のべ 20 名））  

 

＜令和５年度＞ 

・「国立公文書館ポートフォリオ・マネジメント・オフィス（ＰＭＯ）の設置に

ついて」（令和４年６月 30 日館長決定）に基づき、PMO 業務に関する専門的な

事項について、必要な支援・助言等を行うデジタル統括アドバイザーを外部委

託の上、置いた。  

・情報システム台帳に基づき、館における各種情報システム（会計システム、給

与計算システム等）の更改に当たり、ＰＭＯから必要に応じた助言を得る等、

情報システムの適切な整備及び管理を行った。  

・館のデジタル業務等に対応するデジタル人材の育成に向けて、デジタル関係業
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＜令和６年度＞ 

 デジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年12月

24 日デジタル大臣決定）にの

っとり、情報システムの適切

な整備及び管理を行うこと。 

 

 

 

 

 

＜令和６年度＞ 

デジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和３年 12

月 24 日デジタル大臣決定）に

のっとり、情報システムの適

切な整備及び管理を行う。 

務に従事する者を中心に、デジタル庁が行う情報システム統一研修及びＮＩ

ＳＣ主催のセキュリティ研修等に積極的に参加した。（主な参加実績：デジタ

ル庁情報システム統一研修（延べ７名）、ＮＩＳＣ ＣＳＩＲＴ研修及び勉強

会等（延べ 16名）） 

 

＜令和６年度＞ 

・「国立公文書館ポートフォリオ・マネジメント・オフィスの設置について」（令

和４年６月 30日館長決定）に基づき、ＰＭＯにおいて館の情報システムの整

備及び管理を適切に行った。なお、ＰＭＯ業務に関する専門的な事項につい

て、必要な支援・助言等を行うデジタル統括アドバイザーを外部委託し、必要

に応じた助言を得た。 

・総務省独立行政法人評価制度委員会において、各法人の業務運営の改善に資す

るよう、各法人の取組事例について調査公開している。これに当たり、ＤＸ推

進に向けた取組について調査を受け、当館のデジタル統括アドバイザー外部

委託を含む、館のＰＭＯ体制について事例報告を行った。 

・館のデジタル業務等に対応するデジタル人材の育成に向けて、デジタル関係業

務に従事する者を中心に、デジタル庁が行う情報システム統一研修及びＮＩ

ＳＣ主催のセキュリティ研修等に積極的に参加した。  

（主な参加実績：デジタル庁情報システム統一研修（延べ 23 名）、ＮＩＳＣ Ｃ

ＳＩＲＴ研修及び勉強会等（延べ４名））  

・デジタル統括アドバイザーが助言を行うＰＭＯ業務と一体的に検討する体制

を整え、館のシステム全体の整備に関する中長期的な計画について、国の指

針、新館開館を踏まえた各システムの構築時期や技術的な特徴、効率的なシス

テム整備の観点から調査検討を行い、「新館開館に向けたシステム整備に関す

る全体計画」を策定した（令和７年３月 31日）。 

 

 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など、必要に応じて欄を設け記載） 

・特になし 

 

 


